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地域包括支援センター運営協議会の設置について 

 

１ 運営協議会について 

  市町村は、その地域包括支援センター（以下「センター」という。）の適切な運営、

公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援

センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置しなければならない。 

 

２ 設置基準 

  原則として、市町村ごとに１つの運営協議会を設置しなければならない。なお、複

数のセンターを設置する市町村であっても、運営協議会については、１つ設置するこ

とで差し支えない。また、複数の市町村により共同でセンターを設置運営する場合に

あっては、運営協議会についても共同で設置することができる。 

 

３ 運営協議会の構成員等 

（１）運営協議会の構成員については、次に掲げるところを標準とし、センターの公正・

中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて市町村長が選定する。なお、構成

員は非常勤とし、再任することができる。 

  ① 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等 

   （医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等） 

  ② 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(１号及び

２号) 

  ③ 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 

  ④ 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者 

 

（２）運営協議会には会長を置く。会長は、構成員の互選により選任する。 

 

４ 運営協議会の所掌事務 

 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）センターの設置等に関する次に掲げる事項に関すること 

  ① センターの担当する圏域の設定 

   ② センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセン

ターの業務を委託された法人の変更 

   ③ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施 

④ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業者 

⑤ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると

あると判断した事項 
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(２) センターの運営に関すること 

   運営協議会は、定期的に又は必要な時に、書類の提出を受け、事業内容を評価す

るものとする。 

  ① 運営協議会が事業の運営に関し必要と認める書類 

  ② センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供

するサービスに偏りがないか 

  ③ センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供する

サービスの利用を不当に誘因していないか 

  ④ 運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項 

 

(３) センターの職員の確保に関すること 

   運営協議会はセンターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員

や、地域の関係団体等の間での調整を行う。 

 

(４) その他の地域包括ケアに関すること 

   運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地

域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項で

あって、運営協議会が必要と判断した事項を行う。 

 

５ 事務局 

 センターの事務局は、市町村の介護保険担当部局に置く。 

 


